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研究成果の概要（和文）：所得税法上の基礎控除、配偶者控除、扶養控除などを全廃し、これに

より課税ベースを拡大する。一律税率 33.3％を所得控除のない課税ベース（総所得金額）に乗

じて、税額を算出する。この方式によって、所得税の歳入は、著しく増大する。 
つぎに、生活保護法を全廃し、これに代えて、租税クレジットからなる所得支援給付法を創設

する。 
租税クレジットは、貧困線を基準とする所得支援基準給付額に、稼得所得金額を斟酌した所得

移転消去率を乗じて算出する所得支援給付額として、受給権者に給付する。 
受給権者は全国民ではなく、（１）所得支援を必要とする者、（2）貧困な児童、及び（3）就労

を促そうとする者である。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Income tax act and tax credits act shall be integrated.  

Tobin and co-author developed a better model of negative income.  

Income - supplement oriented tax credits contain of four types of tax credits, 

i,e, standard tax credit, suppose tax credits, child tax credit and working tax credit.  

Income break point = poverty  line x (1/ a flat tax rate)  

A withdrawing rate of tax credits = own income / income break point. 

Tax break point = $ 0 

All kind of personal tax allowance and any zero rate bracket shall be abolished.  

Four kind of tax credits should be subject not to taxation.  

All people may consume the minimum existence income (including tax credits) after 

taxation. 

 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 800,000 0 800,000 

2007 年度 700,000 210,000 910,000 

2008 年度 600,000 180,000 780,000 



2009 年度 600,000 180,000 780,000 

  年度  

総 計 2,700,000 570,000 3,270,000 

 
 
研究分野：複合新領域 
科研費の分科・細目：社会･安全システム科学   
キーワード：立法学、法と経済学、所得税法、社会保障、貨幣の時間価値 
 
１．研究開始当初の背景 
配偶者控除の是非が問われていた時代背景
において、法と経済学の観点から、人的所得
控除（基礎控除、配偶者控除、扶養控除など）
の廃止、課税ベースの拡張、生活保護法への
批判を具体的に構想して、本研究に取り組ん
だ。 
 
２．研究の目的 
法的正義の観点から、所得の再分配を実現す
るため、税制を用いた社会保障を構築するこ
とにある。 
３．研究の方法 
（１）負の所得税についての学説史を明らか
にし、その思想とアイデアを応用した。 
 
（２）ドイツでの所得税法案と判例及びイギ
リスでの Tax Credits Act 2002 を調査分析
した後、日本における諸問題を解決しうる所
得支援給付法案を提言する。 
 
（３）その際、経済学、財政学の成果を改善
して、所得税収及び組成支出の金額を推計す
る。 
 
（４）したがって、本所得支援給付法（案）
は財政の裏づけのある提言とである。 
（５）本案は、導入期とその完成期の 2段階
からなる。 
 
４．研究成果 
（１）研究成果は、受給各年度ごとにすう本
の論文を公表し、学会でも報告するなどした。
それらの成果は、単行書として、2010 年 6 月
信山社から出版を予定する。 
 
（２）法的正義の観点から、所得の再分配を
実現するため、税制を用いた社会保障を構築
できた。 
 
（３）負の所得税についての学説史を明らか
にし、その思想とアイデアを応用した。 
 
（４）ドイツでの所得税法案と判例及びイギ

リスでの Tax Credits Act 2002 を調査分析
した後、日本における諸問題を解決しうる所
得支援給付法案を提言した。 
 
（５）所得支援給付法は、基礎控除、配偶者
控除、扶養控除を全廃して、基礎租税クレジ
ット、配偶者租税クレジット、児童租税クレ
ジット、就労租税クレジットを 4つの柱とし
て構成する。所得移転消去率、所得支援給付
分岐点、租税クレジット、貧困線、所得支援
基準給付額といった道具概念がそこでは用
いられている。いずれの道具概念も、負の所
得税理論から見いだし又は抽出したもので
ある。 
 
所得移転消去率 
＝個人所得金額/所得支援分岐点 

 
所得支援分岐点 
 ＝所得保障基準額ｘ（1/一律税率） 
 
所得保障基準額 
 ≒貧困線 
 
（６）本所得支援法案は、ひとびとが自立し
て生活できるようにすることを目ざしてい
るので、自立して生活できている者には政府
から所得を補足しないこととし、他方、無･
低所得者には必要に即応して所得を補足す
るシステムを構築している。 
 
（７）現在の所得税法が定めている所得控除
のルールは全廃する。超過累進税率構造の下
では、いずれの所得控除も正当化しうる論拠
に乏しいからである。 
 
（８）所得税歳入の推計は、限界税率ではな
く、平均税率を用いて算出した。多くの経済
学者や財政学者はいまだに限界税率を用い
て税収を算出しているが、限界税率でもって
個人の納付税額のみならず所得税収を算出
できない。 
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